
 
 
 

令 和 ５ 年 度 

福祉文教委員会 
 

行 政 視 察 報 告 書 
 
 
 

１ 期 日 
  令和５年５月１０日（水）～５月１３日（土） 

 
２ 視察先及び調査事項 

     宮城県白石市 
・不登校児童生徒支援について 

・不登校特例校の設置について 
群馬県高崎市 
・ヤングケアラーＳＯＳサービス事業について 

神奈川県逗子市 
・重層的支援体制整備事業について 

 
３ 出張者 

委 員 長 井 上 浩 二  副委員長 真 鍋 顕 伸 
委   員 森 川 亜 紀   委  員 髙 橋   保 
委   員 髙 橋 章 哲  委   員 行 元   博 
委   員 伊 藤 孝 司 
              随行職員 矢 野 宏 之 

 



令和５年５月１０日（水） 

 

特 定 調 査 事 項 
 
 

宮城県白石市 
  

○ 不登校児童生徒支援について 

  １ 現状について 

２ 具体的な取組について 

３ 課題及び問題点について 

４ 今後の取組について 

○ 不登校特例校の設置について 

  １ 設置に至る経緯について 

  ２ 設置に向けた具体的な検討について 

３ 小中一貫校としての設置について 

４ 教育課程の編成について 

５ 課題及び問題点について 

６ 今後の取組について  



宮城県白石市議会
R5.5.10 (水)

































「今のあなたを認め,受け入れる学校」

あるがままのあなたを受け入れて，一人一人に応じたケアを行い，

個人のペースを大切にした学びの場です。

白 石 市 教 育 委 員 会

白石市立白石南小学校

白石市立白石南中学校
（小中一貫校）

白石きぼう学園は 「学校らしくない学校」

「落ち着いて過ごせる居場所」 となることを大切にします

「認めてもらうこと」 を実感できる体験活動を充実させることを大切にします

「個別最適な学び」 で意欲と自信がもてるようになることを大切にします

◆ 白石きぼう学園は，静かな環境の中にあり，校舎内は木の香りがする学校です。

一人一人の気持ちを確かめながら自分のペースで学ぶことができます。

◇ 小学校・中学校が併設された小中一貫校

として開校します。

◇ 小学１年生から中学３年生まで，どの学年

も少人数のクラスで学びます。

◇ 個々の状況に応じた支援と社会的に自立で

きる力を育んでいく学校としてスタートします。

「義務教育の段階における普通教育
に相当する教育の機会の確保等に関
する法律」（教育機会確保法）の施
行後に設置される全国初の市立小中
一貫の不登校特例校です！

通称：白石きぼう学園



２ 学校内外での豊かな体験活動の機会を確保

■児童生徒の興味・関心に基づく探究活動（総合的な学習の時間）
・「夢スタジオ」を週３時間設定 ＊【時間を増やしています】
・得意や興味・関心に基づき，自分のテーマにじっくり取り組み得意を伸ばす

■人との関わりを重視した活動の導入
・「探究の対話（p4c）」の導入
・食を主とした地域との交流による活動の実施

■校外体験学習の導入（年３回程度）
・児童生徒自らが計画を立て実施する体験活動の実施
・地域や企業，協力団体等の力を導入した体験活動の実施

白石きぼう学園の他校とは違う特別な学び

中学
２年生

中学
３年生

中学
１年生

小学
５・６
年生

美術・
技術室

活動室 小学
１・２
年生

小学
３・４
年生

〇９：２０始業
カウンセリング，読書

白石タイムや夢スタジオ

振り返り ※１４：５５終業

一日のながれ

【１階】

【２階】

フロアマップ

１ 「自分のペース」を最大限尊重

■登校時刻：９時２０分
■下校時刻：（小）２時５０分，（中）２時５５分
■午前：３時間授業，午後：２時間授業
◎授業中のクールダウンもOK
（別室や図書ブースなどでの気分転換を
可能とします）

３ 「個別な学び」で基礎学力の保障

■「白石タイム」の実施
・白石きぼう学園が新設した教科の時間
・週４時間設定（小学校２年生以上）
＊小２は週３時間

・一人一人の状況に合わせた学び直しの時間
「未学習」や「苦手内容」に対応します



■ 白石きぼう学園に関するQ&A

Ｑ１ どんな子が転入学できるのですか
Ａ１ 一定の期間，学校に足が向かなくなっている小学生・中学生のための学校です。ただし，原則とし

て特別支援学級に在籍しているお子さんは個別の指導計画に基づき実態に応じた教育課程を受け
ていることから対象とはしていません。

Ｑ２ 白石市教育支援センター（心のケアハウス）との違いはどこですか
Ａ２ 教育支援センターは，不登校児童生徒の学習活動に対する支援を行う教育施設です。大きな違い

は，白石きぼう学園は学校であり，国の認可を受けた教育課程に基づき，教育活動を行います。

Ｑ３ 通常の学校との違いはどこですか
Ａ3 登校時刻は９時２０分までとし，ゆっくり登校できます。午前３時間，午後２時間の５時間授業です。

下校は３時の予定です。
前の学年の学び残しに取り組む時間，得意な分野や興味・関心を追究する活動，体験活動を取り

入れていきます。

Ｑ４ 毎日，登校しなければいけませんか
Ａ４ 毎日登校しなければならないということはありません。一人一人のペースを大切にしていきます。

個別に相談しながら行きたい日に登校することを認めていきます。登校してから別室でクールダウ
ンをすることも認めています。

Ｑ５ 制服・運動着など指定の物を準備する必要はありますか
Ａ５ 特に指定する制服や運動着，上靴はありません。新しく準備する指定のものは必要ありません。

Ｑ６ 通学方法はどうすればよいのですか
Ａ６ 登校の時はスクールバスを予定しています。発車する時刻と場所はこれから決めます。下校の時

は，市民バス「きゃっするくん」（無料）を利用して下校します。 保護者による送迎も可能です。

Ｑ７ 学校行事や部活動はありますか
Ａ７ 学校行事は，入学式と卒業式の２つです。ただし，授業の中で体験活動を積極的に取り入れてい

きます。校外学習は，年３回程度行う計画です。体験活動の内容や目的地は在籍する児童生徒が計
画して決めていきます。

部活動は行いません。希望があれば市内中学校での参加について相談していきます。

Ｑ８ 定期テストは必ず受けなければなりませんか
Ａ８ いわゆる中間テストや期末テスト等の定期テストを一斉に実施することはありません。皆さんの学

習状況をもとに，個別に評価を行います。

Ｑ９ 高校への進学はできるのですか
Ａ９ 高校への進学は可能です。卒業後の進路については，個別に相談を行います。高校へ進学を望

むお子さんへは，高校入試の対応を行っていきます。

Ｑ10 学校に行っていない期間があり，前の学年の学習を学ぶことはできるのですか
Ａ10 一人一人の学習状況を教員が把握し，個別に相談しながら学習を行います。各教科，学び直し

の時間を週に４時間設定しています（小学２年生は３時間）。苦手なところも含め，学び直して分かっ
たという自信をもってもらえるように対応していきます。

Ｑ11 給食を食べることはできますか
Ａ11 給食の提供を予定しています。弁当の持参も可能です。給食にするか弁当持参にするかはご家

庭で相談ください。

Ｑ12 今の学校に籍を置いたまま通学することはできるのですか
Ａ12 白石きぼう学園も一つの独立した学校なのでそれはできません。転校の手続きをとっていただき

ます。



白石市教育委員会 電話 0224-22-1342 ＦＡＸ 0224-22-1345
Mail   adm-edu@city.shiroishi.miyagi.jp

〒989-0292   白石市大手町１番１号 （ 白石市役所４階 ）

■ 学校所在地・アクセス

所在地 白石市越河平字平合２３番地１ （旧南中学校）

電話 ０２２４－２８－２０１３

ＦＡＸ ０２２４－２８－２０１６

E-mail 整備中

HP 整備中

バス最寄停留所 市民バスきゃっするくん 【南中学校前】 徒歩で７分

他交通のアクセス JR白石駅から車で１３分 JR越河駅から徒歩で１８分

⑴ 白石市在住の小学校第１学年から中学校第３学年までの児童生徒
⑵ 病気や経済的な理由を除き，年間３０日以上の欠席，または，保健室や相談室，け

やき教室や教育支援センターなどに通っており，現在もその状態が続いていること
⑶ 入学前から在籍校を通じ，白石市教育支援センター（子どもの心のケアハウス）へ

継続的に相談するなど，児童生徒理解・支援シートなどにより情報が共有されている
こと

⑷ 児童生徒に本校へ登校しようとする意欲，興味・関心があること，また，保護者の
理解も確認できること

⑸ ⑴〜⑷を満たしている児童生徒のうち，教育長が認める者

※ まずは白石市教育委員会へご相談ください。

■ 対象となる児童生徒

■ お問合せ

［ 登校 ］ ・スクールバスの運行を予定しています
※発車場所や時刻は現在，調整中です。

［下校 ］ ・市民バス 『きゃっするくん』 を利用します
※市民バスは小中学生は無料になります。

■ 通学方法

■ 通学区域
・ QRコードで地図検索ができます
情報は旧南中学校で表示されています

白石市内全域から

mailto:adm-edu@city.shiroishi.miyagi.jp


令和５年５月１１日（木） 

 

特 定 調 査 事 項 
 
 

群馬県高崎市 

 ○ ヤングケアラーＳＯＳサービス事業について 

 １ 事業実施に至る経緯について 

２ 事業の概要について 

３ 周知啓発及び相談者について 

４ ヤングケアラー支援推進委員会について 

 (1) 構成員について 

 (2) 支援内容の検討及び決定について 

５ 関連機関との連携について 

６ 課題及び問題点について 

７ 今後の取組について  



群馬県高崎市議会
R5.5.11 (木)











令和５年５月１２日（金） 

 

特 定 調 査 事 項 
 
 

神奈川県逗子市 

 ○ 重層的支援体制整備事業について 

 １ 事業実施前の取組について 

２ 事業の概要について 

３ 関係機関との連携及び情報共有について 

４ 課題及び問題点について 

５ 今後の取組について 

 

 

 

 

 

 

 

 



神奈川県逗子議会
R5.5.12 (金)






















